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【基本的な方向性】

○ 医療機関の機能分化・連携の推進

○ 地域包括ケアシステムの構築

【政策手段】

○ 診療報酬改定

○ 医療介護総合確保推進法［＋補助金］



高齢者医療の主な特徴

① 慢性疾患の増加

② 複数の病気や症状を抱える

③ 代謝能力の低下

④ 症状の現れ方などが非定型的

⑤ 個人差が大きい

⑥ 現疾患と関係のない合併症を起こしやすい

⑦ 予後が医療のみならず社会的環境に影響される

「キュア」から「ケア」へ
「生活」を「支える」ための医療・介護



○ 急性期医療には医療資源の集中的投入が不可欠
＝低密度体制での急性期医療の提供は困難
→急性期病院における医療従事者の疲弊の原因

○ 人口減少社会において、急性期機能の分散配置は物理的
にも困難。同じような機能の病院が近隣で併存して患者を
「奪い合っている」状況では、患者ニーズに対応できないし、
経営も成り立たない ⇒ 「共倒れ」の危機

○ 地域の医療ニーズを踏まえた病院機能の「差別化」と「パート
ナーシップ」が不可欠
・ 急性期機能の広域的な集約化と機能分担の必要性

（診療科別、救急／がん etc.）
・ 急性期後の受け皿整備と前方・後方連携
⇒ 中小病院・在宅における医療必要度の高い患者の増加
⇒ 回復期・慢性期機能の強化と質の向上の必要性



医療・介護サービス保障の強化

（出所）厚生労働省資料
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７対１入院基本料等の見直し

（出所）厚生労働省資料



地域包括ケアを支援する病棟の評価

（出所）厚生労働省資料
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地域包括ケアシステム

（出所）厚生労働省資料



○ これから急増していく高齢患者の日常的なニーズに対応する
ためには、中小病院や診療所における「かかりつけ医」機能を
軸とした「地域包括ケア」体制の構築が不可欠

○ 慢性疾患を抱えた高齢者に対して、「生活」の視点を中心に
ケアを組み立てることにより、「生活」を「分断する」のではなく、
「生活」を「支える」医療・介護を提供することが重要

○ 退院困難な場合でも、漫然とした長期入院の継続ではなく、○ 退院困難な場合でも、漫然とした長期入院の継続ではなく、
各種サービスを利用した地域での療養生活への発想の転換

○ 在宅療養と介護施設入所や急変時の入院等とを二者択一
的に捉えるのではなく、補完的に機能させながら、できる限り
住み慣れた地域での療養生活を支援していくことが必要

○ 回復期・長期療養のための入院や老健施設等への入所の
場合も、そこから地域に戻る道筋を描くことが重要



地域包括ケアシステム

左図及び文章：2012年7月11日厚生労働省在宅医療連携拠点事業説明会より
右図：地域包括ケア研究会. 「地域包括ケアシステム構築における今後の検討のための論点」, 2013より



地域包括ケアシステム構築手法の類型

○ 農村・中山間地型

○ 地方都市型

○ 大都市型

○ 団地・集合住宅型



総合的・一体的なサービス提供に必要なネットワーク構築

○ 他の在宅療養支援診療所や一般診療所
（「主治医＝副主治医制」の構築や専門分野の補完等）

○ 病院（在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、
専門的な診療機能を有する病院）

○ 訪問看護ステーション ⇒ 大規模化・多機能化

○ 調剤薬局

○ 介護サービス関連
居宅介護支援事業所（ケアプラン作成）
居宅介護サービス事業者



（出所）厚生労働省資料
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○ 異なる事業主体による多様なサービスを繋ぎ合わせ、患者・
利用者の多様なニーズに対応するには、多職種連携による
ニーズの総合的評価とサービスの組み合わせが不可欠

○ 「顔の見える関係」 ⇒ 「地域ケア会議」を通じた個別事例

地域包括ケアシステムに必要なケアマネジメントの確立

○ 「顔の見える関係」 「地域ケア会議」を通じた個別事例
検討・課題共有 ⇒ 複数のサービス間の本質レベルの統合
⇒ 医療・介護提供体制の変革＝マネジメントの効率性向上

○ 地域の中で多職種連携の「ハブ」となる機能の確立が必要
⇒機能向上に向けた高齢者ケアの流れの中で、医療と介護が
有機的につながるように、系統立った評価と管理を（必要な
在宅療養者に対して）継続的に実施することが重要





在宅医療・介護を担う人材育成の必要性



山形大学医学部在宅医療・在宅看護教育センター機構図

Executive Committee （長：嘉山孝正学長特別補佐）

山形大学・山形県・県医師会・県歯科医師会・県看護協会・県薬剤師会

Steering Committee
県医師会

県歯科医師会

県看護協会

県薬剤師会山形大学医学部

（長：山下英俊医学部長）

教育ニーズ情報実績報告／要望

各地区医師会

各地区歯科医師会

看護協会各支部

各地区薬剤師会

ニーズ調査・調整
ニーズ調査・調整ニーズ調査・調整

県

山形県訪問看護
ステーション協議会

Program Committee

必要に

応じて積極活用

e-learningコンテンツ
カリキュラム作成

講師派遣
在宅医療・在宅看
護教育センター
総合医学教育センター

高度医療人研修センター

リフレッシュ医学教育

e-learning，講義、
セミナー、実習
etc… 教育の機会提供

医学部長・附属病院長・内科教授・麻酔科教授・歯科口腔外科教授・看
護学科教授・医療政策学教授・附属病院・看護部長・総合医学教育セン
ター教授・（協力病院看護部長）

山形大学医学部

（長：総合医学教育センター長）

大学院医学系研究科
・がんプロフェッショナ
ル養成プラン
・がんEBM

在宅医療・在宅看護を担う
医療従事者

看護協会e-learning／医師会生涯教育
プログラムなど既存のリソース

ニーズ調査・調整

オブザーバー（県・県医師会・県歯科医師会・県看護協会・県薬剤師会）

リソース提供
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在宅医療・在宅看護教育センターこれまでの経過と予定

平
成
24
年
7
月

平
成
25
年
4
月

平
成
25
年
7
月

平
成
25
年
5
月

Executive
Committee

Steering
Committee

設立準備
委員会

プログラム・カリキュラム作成
（可能な部分から漸次）

在宅看護研修プログラム
からスタート(H25.7.7)

・正式なセンター立ち
上げを宣言(H25.3.28)

・プログラム（案）の提示
・カリキュラム決定方法の要望聴取
(H25.5.22)

・Steering Committeeと
Program Committeeとの共
同作業。
・研修プログラム・カリキュラ
ム作成および研修開始に向
けた学内調整。

・まず在宅看護からスタート。
・他の分野も、調整が済み次
第、漸次開講予定。

(H24.7.9)



平成25年4月－6月 7月－12月 平成26年1月－3
月

がん
看護
の

最前
線

講 義
・がん医療における継続したがん看護の充実（佐藤禮子教授）
・がん在宅療養者・家族に対する退院支援（大谷和子教授）
・がん化学療法患者の看護（小澤千佳認定看護師）
・放射線療法の看護（天野緑認定看護師）
・疼痛緩和の看護（鹿野たかね認定看護師）
・在宅がん療養者の訪問看護（徳田喜恵子訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ所長）
・在宅がん療養者へのケアの実際（秋山正子白十字責任者）
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実

習

そ の
他

広報関係
講演会企画他
事前打ち合わせ会

（看護協会にて）

受講者調査関係 修了証発行など

次年度企画など

実 習：附属病院看護部長 那須景子
①疼痛緩和医療部の実習
②外来化学療法室の実習
③キャンサートリートメントボード参加による
チーム医療実習
④がん患者相談と退院支援の実習



エビデンスに基づく地域医療提供体制の再構築の必要性
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医療政策に対して国の力がさほど強くない日本の状況
を鑑み、データの可視化を通じた客観的データに基づ
く政策、つまりは、医療消費の格差を招来する市場の
力でもなく、提供体制側の創意工夫を阻害するおそれ
がある政府の力でもないものとして、データによる制御
機構をもって医療ニーズと提供体制のマッチングを図機構をもって医療ニーズと提供体制のマッチングを図
るシステムの確立を要請する声が上がっていることに
も留意せねばならない。そして、そうしたシステムの下
では、医療専門職集団の自己規律も、社会から一層強
く求められることは言うまでもない。

（社会保障制度改革国民会議報告書）



（出所）厚生労働省資料
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（出所）厚生労働省資料



（出所）厚生労働省資料



山形大学蔵王協議会
（会長：嘉山孝正学長特別補佐）

【会員】山形大学医学部教授会、山形大学関連病院会及び山形大学
医学部教室員会の構成員並びに山形県健康福祉部、山形県医師会、
山形県歯科医師会、山形県看護協会、山形県薬剤師会の代表

【目的】会員相互の緊密な連携と協力により山形大学並びに関連医
療施設の医学・医療の充実と発展を図り 人材養成と地域医療の向療施設の医学・医療の充実と発展を図り、人材養成と地域医療の向
上に寄与する

【事業】
（１）卒後臨床研修体制の整備等
（２）関連医療施設との連携
（３）山形大学地域医療医師適正配置委員会との連携
（４）地域の医師の適切な配置 （５）その他必要な事業



蔵王協議会を通じた県内医療機関のネットワーク構築

山形大学
蔵王協議会

山形大学医学部
教授会構成員

山形大学関連病院会
構成員

山形県内：６３病院・診療所
山形県外：１８病院
２０１３年４月１日現在

山形大学医学部
教室員会構成員

山形県健康福祉部、山形県医師会、
山形県歯科医師会、山形県看護協会、

山形県薬剤師会の各代表

（２００２年８月設立）

関連医療
施設部会

研修部会
企画・広報
部会

２０１３年４月１日現在
教室員会構成員

山形大学医学部を中心に関係者が一体となって
医療人の育成と地域医療の向上に取り組むネットワーク

ＩＣＴによる全県域的な患者情報の
相互参照・共有ネットワークを構築中



山形大学医学部
医師適正配置委員会

【委員】医学部長、附属病院長、山形県健康福祉部の代表（１名）、関
連病院会の代表（１名）、教室員会の代表（１名）、県民の代表（２名）、
基礎医学系教授（１名）、臨床医学系教授（４名）、医学系研究科生
命環境医科学専攻教授（１名）、医学部長が指名する者（若干名）

【審議事項】【審議事項】
（１）地域医療機関との人事交流のあり方
（２）地域医療機関からの医師の人事についての要望への対応
（３）医師の地域医療機関への転出入に係る審査（転出入に係るすべ
ての医師を対象とし、診療科からの転出入医師異動理由書について、
医師の異動に係る審査基準に基づき行う）
（４）地域医療における医師の適正配置
（５）その他地域医療の質の向上に係る方策



別紙様式

学 部 長 病院長 事務部長 総務課長 総務課課長補佐 広報企画係長 人事係長

委員会承認     年 月 日

学部長承認 転入・転出先

機 関 の 長

転出入医師異動理由書

年  月  日

医 学 部 長  殿

今回      病院で勤務している   氏を

病院での勤務に異動させたいので，下記の理由で申請いたします。

   記

理由（＊該当する理由に○印を付けること。）

１ 教育能力に著しく優れ，学生や研修医の教育に多大な貢献をすると考えられる。

２ 研究をより容易に行うことができると考えられる。

３ より高度な先進的集学的医療を学ぶことができ，又はそれを必要としていると考えられる。

４ １から３までの理由で現在勤務している病院において減員となった場合でも，その後の病院

での臨床・教育・研究が長期的視点から山形県内の医療に大きく貢献すると考えられる。

５ 医師本人が身体的精神的理由のため，勤務継続が困難である。

６ その他やむを得ない理由がある。

〔理由：                          〕

注：医師の異動に際しては，次に掲げる条件を満たしていること。

   １ 医師本人が希望又は了承していること。

   ２ 医局全体の賛同が得られていること。

   ３ 診療科長が了承していること。

診療科名 科

医師（本人）     印

医局長     印

診療科長     印



「エビデンス」に基づいた
合意形成と協力

県内の医療機関別の診療機能や経営
状況、患者の受療動向、医師の勤務
実態などについて各種調査研究を継
続的に実施し、医療提供体制の全県
域的な現状把握

調査結果は、大学においては蔵王協
議会や医師適正配置委員会などにお
ける議論に、山形県においてはさま
ざまな審議会などでの県内医療提供
体制の検討に活用され、県内の医療
資源の適正配置に貢献



山形県での病院再編の先駆的取り組み

置賜広域病院組合
1995年11月 置賜広域病院組合設立
2000年11月 新病院開院
（旧） 長井市立総合病院（463床）、南陽市立総合病院（251床）、川西町立

病院（98床）、飯豊町中央診療所（無床）
（新） 基幹病院：公立置賜総合病院（520床）

サテライト病院・診療所：公立置賜長井病院（110床）、公立置賜南陽
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病院（50床）、川西診療所（無床）、飯豊町国民健康保険診療所（無床）

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
2008年４月 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構設立
（旧） 山形県立日本海病院（528床）、酒田市立酒田病院（400床）
（新） 急性期：日本海総合病院（646床）

回復期・慢性期：酒田医療センター（114床）

※ 現在も村山地域などで病院のあり方の見直しに向けて検討中



全県域的なネットワーク構築
“地域循環型”のシステムづくり

県全体で医療機関のネットワーク化を進
め、教育・臨床・研修を通じて一体的に
地域全体で医師の養成と診療のレベル
アップを図る

地域全体で患者を診る連携体制の構築

山形大学医学部附属病院と日本海総
合病院（ちょうかいネットの中核）、公立
置賜総合病院（ＯＫＩ－ｎｅｔの中核）の
間でＩＣＴを活用して患者情報の相互参
照・共有化を可能化、接続病院を拡大
→ 情報共有のネットワークを全県域化

地域全体で患者を診る連携体制の構築
山形大学を「ハブ」とする
「地域循環型」医療の発展


